
　経営者として労働者が働きやすい職場環境づくりを進める為、
作業の安全を第一と考え宣言します。

１　作業前ミーティングを確実に実施し、不安全行動の根絶。
２　作業現場における不安全･不具合箇所の洗出し実施と改善。
３　日々作業計画や指示書を作成した安全作業の実施。

　労働者は経営者の宣言に基づき、日々安全行動を順守し
快適な職場環境づくりに努めます。

１　朝礼や作業前ミーティングを実施し安全作業の確実な実施。
２　作業エリアを事前に確認し、安全な作業行動を遂行。
３　作業計画や指示書を必ず確認･順守した作業の実施。

 SafeworK 向上宣言
🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

様式１
宣言日 令和 ５年 ９月 １日

事業場名

    株式会社　富 士 電 工


